財団法人糸賀一雄記念財団賛助会員の募集について
１．趣旨
　当財団は生涯を通じて障害者の福祉の向上に取り組んだ糸賀一雄氏の思想を受け継ぎ、障害者の福祉の向上に関する各種事業を行うことにより、滋賀の福祉の発展およびそれを支える人材の育成ならびに障害者に対する地域住民各層の理解と協力を促進し、障害者やその家族が生涯にわたり安心して生活できる福祉社会の実現に寄与することを目的として、平成８年１１月に設立されました。
　今日まで、糸賀一雄記念賞の授与などの事業を行ってまいりましたが、設立当初予定していた啓発・研修や調査・研究等の事業については取組が不十分であったことや、こうした財団の運営経費のほとんどが県の補助金に依存していることなどから、平成２１年１２月に県が策定した「外郭団体および公の施設の見直し計画」において廃止の方針が示され、財団の存立が危ぶまれる事態となりました。
　これに対しまして、財団の創設にご賛同いただきました多くの関係の皆様から財団の存続を求める声をいただきましたことにつきまして心より感謝申し上げます。

　こうした現状から脱却するため、あらためて財団におきましてそのあり方の見直しを進めてまいりました。今後は自主的・主体的な運営により表彰や人材育成等の各種事業を一層充実させ、糸賀思想のもと福祉の発展と人作り・意識作りに寄与する財団としてその使命と責任を果たしていく決意であります。
　つきましては、あらためて皆様のご支援とご協力の下で財団の一層の発展を図ってまいりたいと考えておりますので、趣旨をご理解いただき賛助会員への入会をお願いいたします。
（財団法人　糸賀一雄記念財団）
２．賛助会員の種類・年会費
　賛助会員は、複数口の加入も可能です。その他、寄付金も募集しています。

　
３．入会方法
　賛助会員申込書により下記まで郵送もしくはFAX、Eメールでお申し込み下さい。あらためて、振込用紙をお送りします。

※入会いただきました皆様には財団の広報紙をお送りいたします。


財団法人糸賀一雄記念財団賛助会員申込書
賛助会員として財団法人糸賀一雄記念財団に入会したいので、次のとおり申し込みます。
	ふりがな
	

	お名前又は団体名
	

	ふりがな
	

	個人会員の場合
所属団体名（ある場合のみ）
	

	ふりがな
	

	学生会員の場合
学校名
	

	ふりがな
	

	団体会員の場合
代表者名
	

	ご住所
	〒


	電話番号
	

	ＦＡＸ番号
	

	Ｅ－ＭＡＬ
	

	入会年月
※本用紙提出年月を記入
	平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	会員の区分
※該当する区分に◯
	
	団体会員
	
	個人会員
	
	学生会員

	会員の口数
	
	口

	お名前の（団体名称）財
団ホームページ等への掲載について
※いずれかに◯
	ホームページへの掲載　　　　承諾する　　　　承諾しない

	
	　　広告誌への掲載　　　　　承諾する　　　　承諾しない　

	メッセージ
※記載は任意です。

	


　　　　　
ご記入ありがとうごいました　
　　　　　本用紙は下記までご送付くださいますようお願い致します　
	ＦＡＸでご送信の場合　　　　　　　ＦＡＸ番号：０７４８－７７－０３５８
Ｅ－ＭＡＬでご送信の場合　　　　　ｉｔｏｇａ＠ｉｔｏｇａｚａｉｄａｎ．ｊｐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒５２０－３１１１
郵送の場合　　　　　　　　　　　　湖南市東寺４丁目１－１　財団法人糸賀一雄記念財団事務局


財団法人糸賀一雄記念財団賛助会員規程
（目的）

第１条　この規程は、財団法人糸賀一雄記念財団（以下「財団という」）寄付行為第26条

　の規定に基づき、この財団の賛助会員（以下「会員という」）の入会および退会ならびに

　会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

（会員の種別）

第２条　この財団の賛助会員は、「個人会員」と「団体会員」とする。

（入会手続）

第３条　財団の目的に賛同し、財団の会員になろうとする者は、入会申込書を提出しなければならない。

（会費の納入）

第４条　会員は、賛助会費（以下「会費」という。）を毎年4月末日までに納入しなければ

　ならない。ただし、入会年については、財団が指定した期日までに納入するものとする。

２　会費は、財団が指定した金融機関口座への振込により納入するものとする。

（会費の額）

第５条　会員は、会員になった時及び毎年、次の額を納入しなければならない。

　（1）個人会員　1口　　３，０００円

　（2）団体会員  １口  １０，０００円
　（3）学生会員　１口　　１，５００円

（会費の不還付）

第６条　会員が納付した会費は、いかなる理由があっても還付しない。

（会員資格の喪失）

第７条　会員は、次の事由により会員資格を喪失する。

　（1）退会したとき。

　（2）個人会員にあっては死亡したとき。

　（3）団体会員にあっては解散したとき。

　（4）除名されたとき。

（退会手続）

第８条　会員は、退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。

（会員の除名）

第９条　会員が、財団の名誉を傷つけ財団に損害を与え、又は財団の目的に反する行為の　

　 あったときは、理事長は当該会員を除名することができる。

（補則）

第10条　この規程に定めるもののほか、会員について必要な事項は理事長が定める。

附則

この規程は、平成23年10月27日から施行する。

【年会費】


　　　　団体会員　１口　１０，０００円


　　　　個人会員　１口　　３，０００円


　　　　学生会員　１口　　１，５００円





【賛助会員申込書送付先】


　　　　　　　　　　　 財団法人糸賀一雄記念財団


FAXでご送信の場合　　0748－77－0358


郵送の場合　　〒520－3111  湖南市東寺四丁目１－１


Eメールの場合　　itoga@itogazaidan.jp











